
不正競争防止法（平成五年五月十九日法律第四十七号 （抄））

最終改正：平成二四年三月三一日法律第一二号

（目的）

第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確

保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もっ

て国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは

包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ ）として需要者の間に。

広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等

表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出

し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を

生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用

し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しの

ために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三 他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く ）を模。

倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は

輸入する行為

四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下「不正

取得行為」という ）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは。

開示する行為（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ ）。

五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失

により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは

開示する行為

六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又

は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

七 営業秘密を保有する事業者（以下「保有者」という ）からその営業秘密を示され。

た場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、

その営業秘密を使用し、又は開示する行為

八 その営業秘密について不正開示行為（前号に規定する場合において同号に規定する

目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業

秘密を開示する行為をいう。以下同じ ）であること若しくはその営業秘密について。

不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘

密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営

業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らな

いでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

十 営業上用いられている技術的制限手段（他人が特定の者以外の者に影像若しくは音

の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせない

ために用いているものを除く ）により制限されている影像若しくは音の視聴若しく。

はプログラムの実行又は影像 音若しくはプログラムの記録 以下この号において 影、 （ 「

像の視聴等」という ）を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする。

機能を有する装置（当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易

に組み立てることができるものを含む ）若しくは当該機能を有するプログラム（当。

該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む ）を記録した記録媒体。

若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸

-351-



出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提

供する行為（当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合

にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とす

る用途に供するために行うものに限る ）。

十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は

影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手

段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、

音若しくはプログラムの記録（以下この号において「影像の視聴等」という ）を当。

該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置（当該装置

を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるも

のを含む ）若しくは当該機能を有するプログラム（当該プログラムが他のプログラ。

ムと組み合わされたものを含む ）を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該。

、 、 、 、特定の者以外の者に譲渡し 引き渡し 譲渡若しくは引渡しのために展示し 輸出し

若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する

行為（当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっ

ては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途

に供するために行うものに限る ）。

十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表

示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものを

。） 、 、いう と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し 若しくは保有し

又はそのドメイン名を使用する行為

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にそ

の商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、

内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商

品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若し

くは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

十四 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する

行為

十五 パリ条約（商標法 （昭和三十四年法律第百二十七号）第四条第一項第二号 に規

定するパリ条約をいう ）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法 条約の締約。

国において商標に関する権利（商標権に相当する権利に限る。以下この号において単

に「権利」という ）を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以。

内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する

者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る

商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を

使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若

しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供

し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提

供する行為

２～１０ （略）

（差止請求権）

、 、第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され 又は侵害されるおそれがある者は

その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又

は予防を請求することができる。

２ 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前

項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（侵害の行為により生じた

物を含む。第五条第一項において同じ ）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その。

他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

（損害賠償）
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第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これ

によって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規

定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害について

は、この限りでない。

（損害の額の推定等）

第五条 第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争（同項第四号

から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密（秘密として管理されている生

産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをい

う ）に関するものに限る ）によって営業上の利益を侵害された者（以下この項にお。 。

いて「被侵害者」という ）が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に。

対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵

害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において

「譲渡数量」という ）に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができ。

た物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その

他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額と

することができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売

することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控

除するものとする。

２ 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の

利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

て、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営

業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

３ 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によっ

て営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した

者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受け

るべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求す

ることができる。

一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使

用

二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用

三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の

使用

四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用

五 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用

４ 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合

において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁

判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

（具体的態様の明示義務）

第六条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業

上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成し

たものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行

為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにする

ことができない相当の理由があるときは、この限りでない。

（書類の提出等）

第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の

申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行

為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その

書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限り
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でない。

２ 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要

があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合にお

いては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

３ 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどう

かについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるとき

は、当事者等（当事者（法人である場合にあっては、その代表者）又は当事者の代理人

（訴訟代理人及び補佐人を除く 、使用人その他の従業者をいう。以下同じ 、訴訟。） 。）

代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

４ 前三項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行

為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

（損害計算のための鑑定）

、 、第八条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において 当事者の申立てにより

裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた

ときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなけ

ればならない。

（相当な損害額の認定）

第九条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認

められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実

の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に

基づき、相当な損害額を認定することができる。

（秘密保持命令）

第十条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者

が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明が

あった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に

対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に

係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずること

ができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に

規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法によ

り当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載

され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠（第七条第三項の規定

により開示された書類又は第十三条第四項の規定により開示された書面を含む ）の。

内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密

が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるお

それがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要がある

こと。

２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という ）の申立ては、次に掲げる事。

項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

３ 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達し

なければならない。

４ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効

力を生ずる。

５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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（秘密保持命令の取消し）

第十一条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存

する裁判所（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁

判所）に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理

由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

２ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその

申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

３ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることがで

きる。

４ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

５ 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消し

の申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営

業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密

保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）

第十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟（すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を

除く ）に係る訴訟記録につき、民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）第九十二条第。

一項 の決定があった場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等

の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受

けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項 の申立てをした当事者（その請求

をした者を除く。第三項において同じ ）に対し、その請求後直ちに、その請求があっ。

た旨を通知しなければならない。

２ 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する

日までの間（その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までに

された場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間 、その請求の）

手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

３ 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせること

について民事訴訟法第九十二条第一項 の申立てをした当事者のすべての同意があると

きは、適用しない。

（当事者尋問等の公開停止）

第十三条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害

の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当する

ものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合におい

ては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項につ

いて陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ず

、 、ることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず かつ

当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正

競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認

めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

２ 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなけ

ればならない。

３ 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述す

べき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何

人も、その提示された書面の開示を求めることができない。

４ 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるとき

は、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

５ 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退

廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終
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了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

（信用回復の措置）

第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して

は、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は

損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることが

できる。

（適用除外等）

第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条（第二項第七号に係る部分を除く ）及。

び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行

為については、適用しない。

一 第二条第一項第一号、第二号、第十三号及び第十五号に掲げる不正競争 商品若し

くは営業の普通名称（ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通

名称となったものを除く ）若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について。

慣用されている商品等表示（以下「普通名称等」と総称する ）を普通に用いられる。

、 、 、方法で使用し 若しくは表示をし 又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し

若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、

輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為（同項第十三号及び第

十五号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表

示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む ）。

二 第二条第一項第一号、第二号及び第十五号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の

目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。

以下同じ ）でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡。

し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気

通信回線を通じて提供する行為（同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏

名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む ）。

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識

される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその

商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又

はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しく

は引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する

行為

四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその

商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る

業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示

を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために

展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品につい

て、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのた

めに展示し、輸出し、又は輸入する行為

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者（その譲り受けた時にその商品

が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつ

き重大な過失がない者に限る ）がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸。

渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取

得した者（その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその

、 、営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず かつ

知らないことにつき重大な過失がない者に限る ）がその取引によって取得した権原。

の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為
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七 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研

究のために用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に規定する装置若しくはこれ

らの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引

き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プ

ログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

２ 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害され

、 、るおそれがある者は 次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し

自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することがで

きる。

一 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を使用する者（自己の氏名を使用した商品を

自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は

電気通信回線を通じて提供する者を含む ）。

二 前項第三号に掲げる行為 他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用す

る者及びその商品等表示に係る業務を承継した者（その商品等表示を使用した商品を

自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は

電気通信回線を通じて提供する者を含む ）。

（罰則）

第二十一条

１（略）

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。

一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者

二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的

で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争

を行った者

三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者

四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加え

る目的で、第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる不正競争を行った者

五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその

商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、

用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者（第一号に掲げる者

を除く ）。

六 秘密保持命令に違反した者

七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者

３～７ （略）

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項に掲げ

る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の

罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。

２ 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号、第二号及び第七号

並びに第二項第六号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を

生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものと

する。

３ 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為

につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪につ

いての時効の期間による。
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（抄）

（昭和二十八年二月二十八日法律第七号）

最終改正：平成二三年六月二四日法律第七四号

（酒類の表示の基準）

第八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び

消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類

の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者

が遵守すべき必要な基準を定めることができる。

２ 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを

告示しなければならない。

３ 財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造

業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示を

することができる。

４ 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、そ

の旨を公表することができる。

（酒類の表示に関する命令）

第八十六条の七 財務大臣は、前条第三項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場

合において、その遵守しなかつた表示の基準が、同条第一項の表示の基準のうち、酒類

の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要がある

ものとして財務大臣が定めるもの（以下「重要基準」という ）に該当するものである。

ときは、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。

（国税審議会への諮問）

第八十六条の八 財務大臣は、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定

めようとするとき、又は前条の規定により重要基準を定めようとするときは、あらかじ

め、国税審議会に諮問しなければならない。

第九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第八十六条の五の規定に違反した者

二 第八十六条の七の規定による命令に違反した者

二の二 第八十六条の九第一項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかつた者

三 第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の

、 、規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし 若しくはその職務の執行を拒み

妨げ、若しくは忌避した者
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地理的表示に関する表示基準を定める件

（平成 年 月 日 国税庁告示第 号）6 12 28 4

改正 平成 年 国税庁告示第 号17 23
改正 平成 年 国税庁告示第 号18 9

（ 。 「 」 。）酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 昭和 年法律第 号 以下 法 という28 7
第 条の 第 項の規定に基づき、地理的表示に関する表示基準を次のように定め、平86 6 1
成 年 月 日から適用することとしたので、第 条の 第 項の規定に基づき告示す7 7 1 86 6 2
る。

地理的表示に関する表示基準

（定義）

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。1
( ) 「地理的表示」とは、次号から第 号に掲げる酒類に関し、その確立した品質、社1 4

会的評価その他の特性が当該酒類の地理的原産地に主として帰せられる場合におい

て、当該酒類が世界貿易機関の加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原

産地とするものであることを特定する表示をいう。

( ) 「ぶどう酒」とは、酒税法（昭和 年法律第 号）第 条第 号及び第 条に掲2 28 6 3 13 14
げる果実酒及び甘味果実酒のうち、ぶどうを原料とした酒類をいう。

( ) 「蒸留酒」とは、酒税法第 条 号、第 号、第 号、第 号及び第 号に掲3 3 9 10 15 16 20
げる連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー及び

スピリッツをいう。

( ) 「清酒」とは、酒税法第 条第 号に規定する清酒をいう。4 3 7
( ) 「使用」とは、酒類製造業者又は酒類販売業者が行う行為で、次に掲げる行為をい5

う。

イ 酒類の容器又は酒類の包装に地理的表示を付する行為

ロ 酒類の容器又は酒類の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡

若しくは引き渡しのために展示し、又は輸入する行為

ハ 酒類に関する広告、定価表又は取引書類に地理的表示を付して展示し、又は頒布

する行為

（地理的表示の保護）

ぶどう酒、蒸留酒及び清酒の地理的表示の保護は、次の各号に定めるところによる。2
( ) 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示す1

る地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する

地理的表示のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若し

くは蒸留酒について使用することが禁止されている地理的表示は、当該産地以外の地

域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用してはならない。

( ) 清酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以2
外の地域を産地とする清酒について使用してはならない

( ) 前各号の規定は、当該酒類の真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳3
された上で使用される場合若しくは「種類 「型 「様式 「模造品」等の表現を」、 」、 」、

伴う場合においても同様とする。

（適用除外）

次の各号に掲げる場合には、前項の規定は適用しない。3
( ) ぶどう酒又は蒸留酒を特定する世界貿易機関の他の加盟国の特定の地理的表示を、1

平成 年 月 日前の少なくとも 年間又は同日前に善意で、当該加盟国の領域内6 4 15 10
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においてぶどう酒又は蒸留酒について継続して使用してきた場合

( ) 原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産2
国において使用されなくなった地理的表示である場合

附則（平成 年国税庁告示第 号）17 23
この告示は、平成 年 月 日から施行する。17 10 1
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酒類の表示の基準における重要基準を定める件

（平成 年 月 日 国税庁告示第 号）15 12 19 15

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条の 及び酒28 7 86 7
税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則（昭和 年大蔵省令第 号）第 条28 11 20
第 項の規定に基づき、同法第 条の 第 項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑1 86 6 1
な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものを次の各号

に掲げるとおり定めたので告示する。

一 清酒の製法品質表示基準（平成元年国税庁告示第 号）第 項（本表の適用に関する8 1
通則を除く 、第 項、第 項及び第 項。） 2 3 6

（ ） 、 、二 未成年者の飲酒防止に関する表示基準 平成元年国税庁告示第 号 第 項 第 項9 1 4
第 項（表示に使用する文字に係る部分を除く ）及び第 項6 7。

三 地理的表示に関する表示基準（平成 年国税庁告示第 号）第 項6 4 2
12 7 1 2 4四 酒類における有機等の表示基準 平成 年国税庁告示第 号 第 項 第 項 第（ ） 、 （

号ロを除く 、第 項、第 項（第 号ハ及び第 号ハを除く ）及び第 項。） 。3 5 1 2 6
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地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定する

ぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件

（平成 年 月 日 国税庁告示第 号）7 6 30 6

改正 平成 年 国税庁告示第 号16 5
改正 平成 年 国税庁告示第 号17 31
改正 平成 年 国税庁告示第 号18 9

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和二十八年法律第七号）第八十六条の六

第一項の規定に基づき定めた「地理的表示に関する表示基準 （平成六年十二月二十八日」

国税庁告示第四号）第二項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の

産地を次のように定める。

産地を指定する酒類 指定産地名 産地の地域

単式蒸留しょうちゅう（酒税法第三条第十号に規定す 壱岐 長崎県 壱岐市

るしょうちゅうをいう。以下同じ ）。

単式蒸留しょうちゅう 球磨 熊本県 球磨郡

人吉市

単式蒸留しょうちゅう 琉球 沖縄県

単式蒸留しょうちゅう 薩摩 鹿児島県（奄美

市及び大島郡を

除く ）。

清酒（酒税法第三条第七号に規定する清酒をいう ） 白山 石川県 白山市。
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酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達（抄）

（平成 年 月 日 国税庁長官通達）11 6 25

第 編 酒類行政法令関係8
第 章 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係1

第 条の 酒類の表示の基準86 6
清酒の製法品質表示基準の取扱い2

( ) 任意記載事項の表示4
ロ 表示基準 の( )「清酒の産地名」について5 2

(イ) 産地名には、県、市、町、村等の行政区画上の名称のほか、社会通念上、特定

の地域を指す名称（例えば、明治前の旧地名等）として一般的に熟知されている

名称を含むものとする。

(ロ) 清酒のアルコール分を調整するための加水行為を当該産地以外で行った場合

は 「当該産地で醸造（加水調整をする行為を含む ）されたもの」に含まれな、 。

いから留意する。

従って、 産地で醸造した清酒を 産地で加水調整した場合には 産地の産地名A A A
A B Aが表示できるが、 産地で加水調整を行わず 産地で加水調整した場合には、

産地、 産地のいずれの産地名も表示できないこととなるので留意する。B

地理的表示に関する表示基準の取扱い等3
組合法第 条の 《酒類の表示の基準》第 項の規定に基づき定めた「地理的表示に86 6 1

関する表示基準 （平成 年 月 日付国税庁告示第 号。以下この において「表示」 6 12 28 4 3
基準」という ）第 項に規定する日本国で保護するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地の。 2
うち国税庁長官が指定する産地（以下この において「長官指定産地」という ）の指定2 。

17及び我が国で保護する単式蒸留しょうちゅうの地理的表示の取扱い等は 次による 平、 。（

課酒 － 改正）1 77

( ) 表示基準の意義1
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書 － 知的所有権の貿易関連の側面に1 C

関する協定（平成 年 月 日条約第 号、以下「 協定」という ）を受け、日6 12 28 15 TRIPS 。

本国内において製造、輸入、販売される酒類における地理的表示の適正化を図るものであ

る。

( ) 指定する場合の基本的な考え方2
長官指定産地の指定は、次の基本的な考え方で行う。

イ 長官指定産地は、特別な品質特性や社会的評価をもつぶどう酒、蒸留酒又は清酒（以

下「ぶどう酒等」という ）を生産し、かつ、その名称が、当該ぶどう酒等の特別な品。

質特性や社会的評価を明示するものであるぶどう酒等の生産地域であること。

ロ 長官指定産地を表示する地理的表示は 「地理的表示に関する表示基準」第 項の規、 2
定により、当該指定産地以外の地域を産地とするぶどう酒等について使用できないこと

から、当該指定産地は、我が国において保護するに値する地理的表示を特定させるもの

であること。

ハ 日本国以外の世界貿易機関の加盟国（以下「加盟国」という ）における清酒の産地。

を長官指定産地に指定する場合には、当該加盟国において、当該清酒の産地が地理的表

示として保護されているものであること。

なお、加盟国で保護されている清酒の地理的表示については、( )のイ及びロの規定2
を満たすものとする。

（注） ぶどう酒及び蒸留酒については、 協定により地理的表示の追加的保護が規TRIPS
定され、加えて、当該保護を促進するための通報及び登録に関する多数国間制度を

設立することが盛り込まれていることから、この制度を利用することにより、加盟
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国で保護されているぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示を把握し、保護することがで

、 、 、きるが 清酒については これらの規定が 協定に規定されていないことからTRIPS
加盟国で保護されている清酒の地理的表示を把握し、保護することが困難な状況に

ある。したがって、 協定に規定する「内国民待遇の原則」を遵守するためにTRIPS
は、日本国以外の加盟国で保護されている清酒の産地についても、国税庁長官指定

産地に指定することにより、加盟国で保護されている清酒の産地を把握し、保護す

る必要がある。

ニ 産地名には、都道府県、市町村等の行政区画上の名称のほか、社会通念上、特定の地

域を指す名称（例えば、明治前の旧地名）として一般的に熟知されている名称を含むも

のとする。

( ) 我が国で保護する地理的表示3
我が国で保護する単式蒸留しょうちゅう又は清酒（以下「単式蒸留しょうちゅう等」と

いう ）の産地は次に掲げるものとし、当該産地以外の地域を産地とする単式蒸留しょう。

ちゅう等についてはこれらの産地を表示する地理的表示を使用してはならない。なお、当

該地理的表示を使用する場合には、次のそれぞれの基準に従うものとする。

また、地理的表示を使用するために用いる文字は、 日本文字によるか、外国の文字に

よるかを問わない。

産地 基 準

壱岐 米こうじ及び長崎県壱岐市の地下水（以下この欄において「壱岐の地下水」と

いう ）を原料として発酵させた一次もろみに麦及び壱岐の地下水を加えて、更。

に発酵させた二次もろみを長崎県壱岐市において単式蒸留機をもって蒸留し、

かつ、容器詰めしたものでなければ「壱岐」の産地を表示する地理的表示を使

用してはならない。

球磨 米こうじ及び球磨川の伏流水である熊本県球磨郡又は同県人吉市の地下水（以

下この欄において「球磨の地下水」という ）を原料として発酵させた一次もろ。

みに米及び球磨の地下水を加えて、更に発酵させた二次もろみを熊本県球磨郡

又は同県人吉市において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器詰めしたもの

でなければ「球磨」の産地を表示する地理的表示を使用してはならない。

琉球 米こうじ（黒麹菌を用いたものに限る ）及び水を原料として発酵させた一次も。

ろみを沖縄県において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器詰めしたもので

なければ「琉球」の産地を表示する地理的表示を使用してはならない。

薩摩 米こうじ又は鹿児島県産のさつまいもを使用したさつまいもこうじ及び鹿児島

県産のさつまいも並びに水を原料として発酵させたもろみを、鹿児島県内（奄

美市及び大島郡を除く ）において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器詰め。

したものでなければ「薩摩」の産地を表示する地理的表示を使用してはならな

い。

白山 白米、米こうじ及び石川県白山市の地下水、又はこれらと醸造アルコールを原

料とし、石川県白山市において発酵させ、こし、かつ、容器詰めしたものでな

ければ「白山」の産地を表示する地理的表示を使用してはならない。ただし、

白米、米こうじに用いる原料米は、農産物検査法（昭和 年法律第 号）に26 144
基づく農産物規格規程（昭和 年農林水産省告示第 号）に定める醸造用玄26 133
米の 等以上に格付けされたもので、かつ精米歩合 ％以下のもの、こうじ米1 70

。 、「 」、「 」 「 」 、の使用割合 ％以上のものに限る 酒母は 生 山廃 又は 速醸 とし20
もろみは 「増醸 「液化仕込み」を除く。、 」、

（注） 白米、米こうじ、醸造アルコール、精米歩合、こうじ米の使用割合

11 8の各用語の意義は 「清酒の製法品質表示基準 （平成元年 月国税庁告示第、 」

号）に掲げるところによる。
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商標法（昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号 （抄））

最終改正：平成二三年六月二四日法律第七四号

（定義等）

第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれら

の結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という ）であつて、次に掲げるもの。

をいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするも

の

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号

に掲げるものを除く ）。

２ 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供が含まれるものとする。

３ この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡し

のために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す

物を含む。以下同じ ）に標章を付する行為。

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用

いて役務を提供する行為

五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供す

る物を含む。以下同じ ）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為。

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する

行為

七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することがで

きない方法をいう。次号において同じ ）により行う映像面を介した役務の提供に当。

たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、

若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供

する行為

４ 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、

役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること

が含まれるものとする。

５ この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

６ この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものと

し、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

第二章 商標登録及び商標登録出願
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（商標登録の要件）

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる

商標を除き、商標登録を受けることができる。

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる

商標

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を

含む 、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の。）

場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法

若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができない商標

２ 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何

人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同

項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

（商標登録を受けることができない商標）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることが

できない。

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

二 パリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシン

トンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドン

で、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にスト

ックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ

条約をいう。以下同じ ）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国。

の国の紋章その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約

の締約国の国旗を除く ）であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の。

商標

三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと

同一又は類似の商標

四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 （昭和二十二年法律第百五十

九号）第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律 （平成十六年法律第百十二号）第百五十八条第一項 の特殊標章と

同一又は類似の商標

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国

の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指

定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いら

れている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
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六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を

目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する

標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若

しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く ）。

九 政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という ）が開設する博覧会若しくは。

政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又

は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同

一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使

用をするものを除く ）。

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識さ

れている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに

類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似す

る商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第

六十八条第一項において準用する場合を含む ）の規定により指定した商品又は役務。

をいう。以下同じ ）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするも。

の

十二 他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ ）と同。

一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をす

るもの

十三 削除

十四 種苗法 （平成十年法律第八十三号）第十八条第一項 の規定による品種登録を受

けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する

商品若しくは役務について使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前

号までに掲げるものを除く ）。

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示

する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章

のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒

について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外

の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保する

ために不可欠な立体的形状のみからなる商標

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における

需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて 不正の目的 不、 （

正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同

じ ）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く ）。 。
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２ 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目

的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者

が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

、 、 、 、３ 第一項第八号 第十号 第十五号 第十七号又は第十九号に該当する商標であつても

商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しな

い。

（地域団体商標）

第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しない

ものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有す

る者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難

な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る ）又はこれに相当する外国の法。

人（以下「組合等」という ）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号。

のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員

の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき

は、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く ）にかかわらず、。

地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に

用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとし

て慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称

又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示

する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として

慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商

標

２ 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当

該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これら

に準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の

名称又はその略称をいう。

３ 第一項の場合における第三条第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る ）の規定。

の適用については、同項中「自己の」とあるのは 「自己又はその構成員の」とする。、

４ 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の

商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商

標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する

ため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

（存続期間）

第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

２ 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

-368-



３ 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に

更新されるものとする。

（商標権の移転）

第二十四条の二

１～３（略）

４ 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

（商標権の効力）

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専

有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がそ

の登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

（商標権の効力が及ばない範囲）

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含

む ）には、及ばない。。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若

しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材

料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ 、価格若し。）

くは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名

称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは

提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用

に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当

該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、

数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる

方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣

用されている商標

五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するた

めに不可欠な立体的形状のみからなる商標

２ 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖

像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれら

の著名な略称を用いた場合は、適用しない。

（専用使用権）

、 。 、第三十条 商標権者は その商標権について専用使用権を設定することができる ただし

第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権につ

いては、この限りでない。
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２～４（略）

（団体構成員等の権利）

第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員

（以下「団体構成員」という ）又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成。

員（以下「地域団体構成員」という ）は、当該法人又は当該組合等の定めるところに。

より、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用

をする権利を有する。ただし、その商標権（団体商標に係る商標権に限る ）について。

専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有

する範囲については、この限りでない。

２ 前項本文の権利は、移転することができない。

３ 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十

、 、 。二条の二 第五十三条及び第七十三条の規定の適用については 通常使用権者とみなす

４ 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定

の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条

第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは 「若しくはその商標権若し、

くは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又は

その商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

（先使用による商標の使用をする権利）

第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標

登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につ

いてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果 その商標登録出願の際 第、 （

九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六

十条の二第二項において準用する場合を含む ）において準用する意匠法第十七条の三。

第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみな

されたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が

自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている

ときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、

その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者

についても、同様とする。

２ 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する

者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同

を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の

目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商

品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続

してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務につい

。 、 。てその商標の使用をする権利を有する 当該業務を承継した者についても 同様とする
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２ 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者

の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を

防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

（差止請求権）

第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又

は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

２ 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組

成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請

求することができる。

（侵害とみなす行為）

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品

若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類

似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はそ

の商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸

出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を

受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これ

を用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を

受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これ

を用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しの

ために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商

標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表

示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商

標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を

表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商

標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに

類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業

として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

（損害の額の推定等）

第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用
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権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

て、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数

量（以下この項において「譲渡数量」という ）に、商標権者又は専用使用権者がその。

侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて

、 、得た額を 商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において

商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の

全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないと

する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

２ 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害

した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者

がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用

使用権者が受けた損害の額と推定する。

３ 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵

、 、害した者に対し その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を

自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

４ 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合

、 、において 商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは

裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

（特許法の準用）

第三十九条 特許法第百三条 （過失の推定 、第百四条の二（具体的態様の明示義務 、） ）

第百四条の三第一項及び第二項（特許権者等の権利行使の制限 、第百五条から第百五）

条の六まで（書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命

令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）並びに第百六条（信

用回復の措置）の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

（侵害の罪）

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者（第三十七条又は第六十七条の規定によ

り商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く ）は、十。

年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害す

る行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。

（両罰規定）

第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金

刑を科する。
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一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

２～３（略）
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（抄）

（昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号）

最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号

（法律の目的）

第一条 この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させること

によつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費

の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつ

て一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に

即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的とする。

（定義等）

第二条 この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並び

に薬事法 （昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧

品を除く。

一 飲食料品及び油脂

二 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又

は加工した物資（前号に掲げるものを除く ）であつて、政令で定めるもの。

２ この法律で「規格」とは、農林物資の品質（その形状、寸法、量目又は荷造り、包装

等の条件を含む。以下同じ ）についての基準及びその品質に関する表示（名称及び原。

産地の表示を含み、栄養成分の表示を除く。以下同じ ）の基準をいう。。

３ この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、次

に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。

一 品位、成分、性能その他の品質についての基準（次号及び第三号に掲げるものを除

く ）。

二 生産の方法についての基準

三 流通の方法についての基準

４ 前項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法又は流通の方

法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定すること

ができる。

５ この法律で「登録認定機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十七条の二

第一項又は第十九条の十において準用する同項の規定により農林水産大臣の登録を受け

た法人をいう。

（日本農林規格の制定）

第七条 農林水産大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるとき

は、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。

２ 前項の規格は、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及

び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有

する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に

対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。

３ 農林水産大臣は、第十九条の十三第一項に規定する飲食料品又は同条第三項に規定す

る農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示

の基準を定めないものとする。ただし、同条第一項から第三項までの規定により品質に

関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準

を定めるときは、この限りでない。

４ 農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると

認められる農林物資について、第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に

関する表示の基準を定めないことができる。
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５ 農林水産大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審

議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関をい

う ）で政令で定めるもの（以下「審議会」という ）の議決を経なければならない。。 。

（格付の表示の禁止）

第十八条 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しては

ならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

一 農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項の規定に基づき、その製造、加

工、輸入若しくは販売に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表

示を付する場合

二 農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産

行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の

表示を付する場合

三 農林物資の流通行程管理者が第十四条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通

行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の

表示を付する場合

四 農林物資の小分け業者が第十五条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資

又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合

五 指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項の規定に基づき、その輸入に係る指

定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

六 外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第

十四条第五項の規定に基づき、その製造、加工若しくは輸出に係る農林物資又はその

包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

七 外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用す

る第十四条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資

又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

八 外国流通行程管理者が第十九条の三第三項又は第十九条の六第一項において準用す

る第十四条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資

又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

九 外国小分け業者が第十九条の四の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその

包装若しくは容器に格付の表示を付する場合

２ 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示

を付してはならない。

（製造業者等が守るべき表示の基準）

第十九条の十三 内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費

者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品（生産の方法又は流通の方法に特色が

あり、これにより価値が高まると認められるものを除く ）の品質に関する表示につい。

て、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造

業者等が守るべき基準を定めなければならない。

一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項

二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項

２ 内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると

認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質

に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者

等が守るべき基準を定めることができる。

、 （ 、３ 内閣総理大臣は 飲食料品以外の農林物資 生産の方法又は流通の方法に特色があり

これにより価値が高まると認められるものを除く ）で、一般消費者がその購入に際し。

てその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経

済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政
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令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示に

ついて、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞

なく、これを告示しなければならない。

５ 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定め

ようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、消費者委員会の意

見を聴かなければならない。

６ 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定め

られることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認める

ときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができ

る。

７ 第七条第二項並びに第十三条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項から第三項ま

での場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定に

より定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、同条第

一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中

「 」 「 」その改正について審議会の審議に付さなければ とあるのは その改正をしなければ

と、同条第五項中「農林水産省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

（品質に関する表示の基準の遵守）

第十九条の十三の二 製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められ

、 。た品質に関する表示の基準に従い 農林物資の品質に関する表示をしなければならない

（表示に関する指示等）

第十九条の十四 第十九条の十三第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一

項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」という ）を表示せず、又は同項若しくは同。

条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項（以下「遵守事項」と

いう ）を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣（内閣。

、 。 。）府令・農林水産省令で定める表示の方法については 内閣総理大臣 次項において同じ

は、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示

をすることができる。

２ 第十九条の十三第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製

造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣は、当該製造業者等に対し、そ

の基準を守るべき旨の指示をすることができる。

３ 次の各号に掲げる大臣は、単独で前二項の規定による指示をしようとするときは、あ

らかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものと

する。

一 内閣総理大臣 農林水産大臣

二 農林水産大臣 内閣総理大臣

４ 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がな

くてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置を

とるべきことを命ずることができる。

５ 農林水産大臣は、第一項又は第二項の規定による指示をした場合において、その指示

を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、内閣総

理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきこと

を命ずることを要請することができる。

第十九条の十四の二 前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せて

その旨の公表が行われるものとする。
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（指定農林物資に係る名称の表示）

第十九条の十五 何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定めら

れている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格

において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用

いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがある

ため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で

指定するもの（以下「指定農林物資」という ）については、当該指定農林物資又はそ。

の包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場

合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。

２ 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規

格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

３ 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農

林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格

（ 、において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資 その包装

容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む ）でその輸。

入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

（名称の表示の除去命令等）

第十九条の十六 農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る

日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは

抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列

を禁止することができる。

第二十三条の二 第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する

表示の基準において表示すべきこととされている原産地（原料又は材料の原産地を含

む ）について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万。

円以下の罰金に処する。

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。

一～七（略）

八 第十九条の十四第四項の規定による命令に違反した者

（ 。第二十九条 法人 人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む

以下この項において同じ ）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使。

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反

、 、 、行為をしたときは 行為者を罰するほか その法人に対して当該各号に定める罰金刑を

その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十三条の二又は第二十四条（第八号に係る部分に限る ） 一億円以下の罰金。

刑

二 第二十四条（第八号に係る部分を除く 、第二十五条又は前二条 各本条の罰金。）

刑

２ 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は

管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被

告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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生鮮食品品質表示基準

制定 平成12年 3月31日農林水産省告示第 514号
改正 平成16年 9月14日農林水産省告示第1706号
改正 平成18年 2月28日農林水産省告示第 210号
改正 平成20年 1月31日農林水産省告示第 126号

（適用の範囲）
第１条 この基準は、生鮮食品に適用する。
（定義）

第２条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお
りとする。
用 語 定 義

生鮮食品 加工食品（加工食品品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５
１３号）第２条に規定するものをいう。）以外の飲食料品として別表に掲げる
ものをいう。

業務用生鮮食品 生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいう。
小売販売業者 販売業者のうち、一般消費者に生鮮食品を販売するものをいう。
（生鮮食品の表示事項）

第３条 生鮮食品（業務用生鮮食品を除く。以下この条及び次条において同じ。）の品質に関し、販
売業者（販売業者以外の包装等を行う者が表示する場合には、その者を含む。以下同じ。）が表示
すべき事項は、次のとおりとする。ただし、生鮮食品を生産（採取及び採捕を含む。以下同じ。）
し、一般消費者に直接販売する場合又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない
。
(1) 名称
(2) 原産地

２ 特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成５年政令第２４９号）第５条に規定する特定商品
であって密封（商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙
を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることを
いう。）されたものについては、販売業者がその容器又は包装に表示すべき事項は、前項各号に掲
げるもののほか、内容量、販売業者の氏名又は名称及び住所とする。
（生鮮食品の表示の方法）

第４条 前条第１項第１号及び第２号に掲げる事項並びに同条第２項の内容量の表示に際しては、販
売業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1) 名称

その内容を表す一般的な名称を記載すること。
(2) 原産地

次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複
数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いもの
から順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっ
ては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。
ア 農産物

国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産
品にあっては市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られてい
る地名を原産地として記載することができる。この場合においては、都道府県名又は原産国名
の記載を省略することができる。

イ 畜産物
国産品（国内における飼養期間が外国における飼養期間（２以上の外国において飼養され

た場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。）より短い家畜を国内でと畜して
生産したものを除く。）にあっては国産である旨を、輸入品（国内における飼養期間が外国
における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。）にあっては原産国
名（２以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名）を記載する
こと。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に
知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である
旨の記載を省略することができる。
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国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは
、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている
地名を原産地として記載しなければならない。

ウ 水産物
国産品にあっては生産した水域の名称（以下「水域名」という。）又は地域名（主たる養

殖場が属する都道府県名をいう。）を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし
、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府
県名をもって水域名の記載に代えることができる。
(ｱ)の規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属
する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。

(3) 内容量
計量法（平成４年法律第５１号）の例により表示すること。

２ 前条第１項に規定する事項の表示は、小売販売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装
の見やすい箇所、送り状又は納品書等（製品に添付されるものに限る。以下同じ。）に、小売販売
業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に
しなければならない。

３ 前条第２項に規定する事項の表示は、容器又は包装の見やすい箇所にしなければならない。
４ 容器又は包装に印刷する表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する
８ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字としなければならない。
（業務用生鮮食品の表示事項及び表示の方法）

第４条の２ 業務用生鮮食品の品質に関し、販売業者が表示すべき事項は、次のとおりとする。ただ
し、製造又は加工された場所で一般消費者に販売される加工食品の原材料となる業務用生鮮食品又
は飲食料品を調理して供与する施設において飲食させる加工食品の原材料となる業務用生鮮食品に
ついては、この限りでない。
(1) 名称
(2) 原産地

２ 加工食品品質表示基準第３条第５項に規定する対象加工食品の主な原材料となるもの以外のもの
にあっては、前項の規定にかかわらず、原産地の表示を省略することができる。

３ 第１項第２号の原産地の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなけれ
ばならない。
(1) 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産
品にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができる。
ア 農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名
イ 畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名
ウ 水産物にあっては、水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道
府県名その他一般に知られている地名

(2) 輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。
(3) 業務用生鮮食品の原産地が２以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品に占める重量の割
合の多い順がわかるように記載すること。

(4) 加工食品品質表示基準第４条第１項第８号エの規定により原産地が「その他」と記載される加
工食品の主な原材料となるものについては、その原産地を「その他」と記載することができる。

４ 小売販売業者以外の販売業者は、第１項に規定する事項の表示を、容器若しくは包装の見やすい
箇所、送り状、納品書等又は規格書等（製品に添付されないものであって、当該製品を識別できる
ものに限る。）にしなければならない。

５ 第３条第２項及び前条第３項の規定は、業務用生鮮食品について準用する。
６ 前条第１項第１号の規定は第１項第１号の名称の表示について、前条第１項第３号の規定は前項
において準用する第３条第２項の内容量の表示について準用する。
（その他の表示事項及びその表示の方法）

第５条 第３条及び第４条の２に規定するもののほか、放射線を照射した製品（容器に入れ、又は包
装されたものに限る。）にあっては、その旨を容器又は包装の見やすい箇所に記載すること。
（表示禁止事項）

第６条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
(1) 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
(2) 第３条又は第４条の２の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(3) その他製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
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（その他生鮮食品の品質に関する表示に係る基準）
第７条 第３条から前条までに定めるもののほか、販売業者は、生鮮食品の品質に関し表示する場合
には、別に農林水産大臣が定めるところによらなければならない。

２ 第３条から前条まで及び前項に定めるもののほか、農林水産大臣が農林物資の規格化及び品質表
示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）第１９条の１３第２項の規定に基づき定め
る品質に関する表示の基準に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
（販売業者の努力義務）

第８条 販売業者は、生鮮食品の品質に関する表示を適正に行うために必要な限度において、その販
売する生鮮食品及び当該販売業者に対して販売された生鮮食品の表示に関する情報が記載された書
類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。

別表（第２条関係）
１ 農産物（きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。）
(1) 米穀（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混
合したものを含む。）
玄米、精米

(2) 麦類（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。）
大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦

(3) 雑穀（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。）
とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀

(4) 豆類（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のも
のを除く。）
大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類

(5) 野菜（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したもの
を含む。）
根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、そ

の他の野菜
(6) 果実（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したもの
を含む。）
かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果

実
(7) その他の農産食品（収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に
冷凍したものを含む。）
糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品

２ 畜産物
(1) 肉類（単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む。）

牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、やぎ肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
(2) 乳

生乳、生やぎ乳、その他の乳
(3) 食用鳥卵（殻付きのものに限る。）

鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
(4) その他の畜産食品（単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む。
）

３ 水産物（ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身（盛り合わせたものを除く
。）、むき身、単に冷凍及び解凍したもの並びに生きたものを含む。）
(1) 魚類

淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・
ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類

(2) 貝類
しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ば

かがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3) 水産動物類

いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類
、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類

(4) 海産ほ乳動物類
鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
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(5) 海藻類
こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類

附 則
１ この告示は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日から施行する。

２ ブロッコリー、さといも、にんにく、根しょうが、生しいたけ、ごぼう、アスパラガス、さやえ
んどう及びたまねぎ以外の生鮮食品については、平成１２年７月１日以後に販売されるものから適
用する。

附 則（平成16年9月14日農林水産省告示第1706号）
（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。
（経過措置）

２ 平成１７年１０月１日以前に一般消費者に販売される生鮮食品の品質に関する表示については、
この告示による改正前の生鮮食品品質表示基準の規定の例によることができる。

附 則（平成18年2月28日農林水産省告示第 210号）
（施行期日）

１ この告示は、平成１８年３月１日から施行する。
附 則（平成20年1月31日農林水産省告示第 126号）

（施行期日）
１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。
（経過措置）

２ 平成２１年９月３０日以前に生産され、販売され又は輸入される緑茶飲料及びあげ落花生の用に
供する業務用生鮮食品については、この告示による改正後の生鮮食品品質表示基準第４条の２第１
項の規定にかかわらず、原産地の表示を省略することができる。
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